
機密性１

Ⅰ．健康保険料率　（鳥取支部：9.86％　前年度比 -0.07％）
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Ⅱ．健康保険料率 算定方法 （健康保険法 第160条）
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令和8年度　鳥取支部保険料率

健康保険料率
(a+b+c+d)

(a)医療給付費調
整前保険料率

(b)料率調整 医療給付費調整
後保険料率(a+b)

(c)共通料率
(d)前々年度精算
＋インセンティブ

　（年齢構成を協会の全国平均とした場合の医療給付費との差額　▲7億27百万円）　　▲0.15％ （▲0.16％）

全　　国

鳥取支部

※カッコ内は前年度の計数（以下同様）

　(a)． 医療給付費見込み額（国庫補助を除いた診療費・薬剤費・高額療養費他）を賄うための調整前保険料率

　　全国医療給付費見込額　　　6兆0,377億55百万円　　　（5兆7,611億80百万円）  
＝　5.35％（5.35％）

　　全国総報酬額見込額    112兆8,099億08百万円　　（107兆7,580億88百万円）

鳥取支部医療給付費見込額　　　　　289億90百万円　　　（282億48百万円）
＝　6.04％（6.09％）

鳥取支部総報酬額見込額  　　　　 4,797億15百万円　　（ 4,641億07百万円）

　(b)． 料率調整 　…　高齢化の進展した、または所得の低い地域は負担額（率）が大きくなるので調整を行う

　・年齢調整

　・所得調整

　（所得水準を　　　　 　　　〃　　　　　　　　保険料収入額との差額　▲31億56百万円） 　▲0.66％ （▲0.67％）

　(c)．共通料率 （国庫補助を除いて全国一律に負荷する費用見込額）

 　　傷病・出産手当金等現金給付費 　　　5,829億41百万円　　　　（　5,534億45百万円）

　　　○分子は各調整額、分母は鳥取支部総報酬額見込額 (8年度：4,797億15百万円)

 　　前々年度収支差精算 0.07% [348百万円] ＋ インセンティブ分　0.01% [46百万円]  = 0.08%

 　　前・後期高齢者納付金等 　3兆6,621億20百万円　　（3兆6,444億82百万円）

 　　保健事業費・運営費等（含 準備金積立） 　　　9349億95百万円 　　　 （8,450億44百万円）

 　　その他収入 　　　▲496億31百万円　　　（ ▲283億41百万円）

　　　　合　 計 5兆1,304億25百万円　　（5兆0,146億30百万円）

　　　○分子は各項目の費用見込額、分母は全国総報酬額見込額 (8年度： 112兆8,099億08百万円)

　　　　注）端数処理の関係上、計数が整合しない場合があります。

　(d)．前々年度精算＋インセンティブ

　　・ 収支差精算は、前々年度の保険料率算定時の見込みと実績との精算額。
　 　（全国の所得の伸びが大きく総報酬額を押し上げたのに対し、鳥取支部での総報酬額の伸びは少なかった。医療費
　　　についてはほぼ見込み通りであった。）

　　・ インセンティブ分は、各支部から0.010％相当分を拠出して特定健診等5項目の成績上位15支部に
　　　報奨金として分配する制度。（鳥取支部は33位のため拠出のみ）

資料1-2



機密性１

　　　　

Ⅲ．介護保険料率（見込み）

Ⅳ．介護保険料率 算定 （健康保険法 第160条第16項）

Ⅴ.　子ども・子育て支援金（見込み）

令和7年度 令和8年度

1.59% 1.62%

　介護保険料の保険料率については、単年度で収支が均衡するよう、介護納付金の額を総報酬額で除したも
のを基準として保険者が定めると健康保険法で法定されている。

介護納付金の額
介護保険料率 　＝

介護保険第2号被保険者（40歳～60歳）の総報酬額の見込み

　児童手当の拡充や「育児時短就業給付」「出生後休業支援給付」の創設など、子育て支援の拡充のため新
設。
　被用者保険については、国が一律の支援金率（保険料率）を示すこととしており、令和８年度の一律の支援
金率は0.23％となる。

令和8年度

0.23%
（新設）


